
災害の
種類

災害の
程度
（強度）

避難所
開設

水害 崖崩れ 地震

警戒レベル４or５ 震度５弱
以上

災害対策本部の設置
本部長＝市長

各地区の状況把握後
避難所開設を指示

水害・崖崩れは
市職員に派遣指示
地震は避難所運営委
員に開設指示を送る

水害・崖崩れは
派遣された市職員で実施
地震は避難所運営委員

に運営委託

応急危険度判定士or施設管理者が
避難所施設点検

避難所
開設準
備立上

市役所職員が避難所
開設の準備を行う

避難所運営
委員が開設
準備を行う

市役所職員が避難所
運営を行う

避難所
運営

避難所運営
委員が、運
営を行う

市役所

森の里防災の流れ

　地区内の安否確認
実情では応急危険度判
定士or施設管理者がいな
い場合その場の人間の

判断で開設
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